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指定構造計算適合性判定機関票 

 この標識は、指定構造計算適合性判定機関としての指定の主要な内容

と、業務の内容を表示しています。 

指 定 の 番 号   秋田県知事 指令建第１９２号 

指 定 の 有 効 期 限   令和４年６月１４日～令和９年６月１３日 

機 関 の 名 称   一般財団法人 秋田県建築住宅センター 

主たる事務所の住所   秋田市中通二丁目３番８号 

代 表 者 氏 名   理事長 中 野 賢 俊 

業 務 区 域   秋田県全域 

委任都道府県知事   秋田県知事 

取 り 扱 う 建 築 物   構造計算適合性判定を要する全ての建築物 


